
専門部会の設置について（２） 

～協働推進事業検討部会（案）～ 

 
１ 設置目的 

中原区協働推進事業※１について、事業の実施結果と実施計画などに対して、区民会議として

の評価を行うことを目的とします。 
※ 協働推進事業については別紙１参照 

 
２ 構成員 

６名程度 
 
３ 開催時期 

７月及び９月頃（年２回程度） 
 
 
 
 
 
 
４ 主な審議内容 

・ 中原区協働推進事業の実施結果に対して、区民会議としての評価を行います 
・ 次年度の中原区協働推進事業計画に対して、区民会議としての意見を述べます 

 
＜協働推進事業検討部会の審議の流れ（例）＞ 

 
 

 

協働推進事業検討部会 

【審議事項】 
平成１９年度中原区協働推進事業の実施結果を踏まえ、各事業の評価を行う。

協働推進事業検討部会での審議内容は区民会議で報告する。 

区民会議 

・ 協働推進事業検討部会の報告を

受ける。 

協働推進事業検討部会の審議結果を

次回の区民会議に報告する。

【平成１９年度開催例】 
① 平成１９年 ７月 ４日（水）…前年度実施事業の評価のため 
② 平成１９年 ９月１４日（金）…次年度実施事業の計画について審議する

ため 

平成１９年度 

中原区協働推進事業の実施 
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